
○杵築市日常生活用具給付事業実施要綱 

(平成18年9月29日杵築市告示第61号) 

改正 平成20年3月14日告示第7号 平成21年3月25日告示第19号 

平成22年3月26日告示第20号 平成22年4月1日告示第40号 

平成22年11月30日告示第76号 平成24年3月19日告示第20号 

平成25年1月16日告示第3号 平成25年3月22日告示第19号 

平成26年3月31日杵築市告示第14号 平成26年10月31日杵築市告示第49号 

平成27年3月19日杵築市告示第3号 平成27年12月28日杵築市告示第53号 

平成28年3月31日杵築市告示第23号 

(目的) 

第1条 杵築市日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、重度障害者及び難病者

等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」とい

う。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者及び難病者等の福祉

の増進に資することを目的とする。 

(実施主体) 

第2条 本事業の実施主体は、杵築市とする。 

(定義) 

第3条 この要綱において「重度障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第19条第

2項及び第3項に規定する障害者であって、杵築市が援護の実施者となる重度の障害を

有する者とする。 

2 「難病者」とは支援法第19条第2項及び第3項に規定する難病者であって、治療方法

が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程

度が厚生労働大臣が定める程度である者とする。 

(用具の種目及び対象者) 

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただ

し、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購

入費の支給を受けられる者は対象者から除く。 

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対

象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者及び難病者等とする。 

(2) 点字図書の給付については、別紙1「杵築市点字図書給付事業実施要綱」に定め

るところによるものとする。 

(3) 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の

給付については、別紙2「杵築市住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによ

るものとする。 



(4) 用具の貸与の対象者は、(1)に掲げる重度障害者及び難病者等であって、所得税非

課税世帯に属する者とする。 

(申請) 

第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、杵築市日常生活

用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を福祉推進課長に提出しなければならない。 

(調査) 

第6条 福祉推進課長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、杵

築市日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなけ

ればならない。 

(決定) 

第7条 福祉推進課長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、杵築市日

常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)により、給付等を却下したときは杵築市

日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知す

るものとする。 

2 福祉推進課長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、杵築市日常生活

用具給付(貸与)券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとす

る。 

(用具の給付) 

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」と

いう。)は、用具購入者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受け

るものとする。 

(用具の貸与) 

第9条 用具の貸与の決定を受けた者は、福祉推進課長と賃貸の契約を締結し、用具の貸

与を受けるものとする。 

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただ

し、貸与期間が満了する日までに福祉推進課長が貸与取消しの決定を行わないときは、

1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様と

する。 

(費用の負担) 

第10条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該

用具の給付等に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。 

2 前項の規定により支払うべき額は、支援法に基づく補装具費の支給の例による。ただ

し、ストーマ装具の給付については、費用の一部負担を5％とする。 

(事業者への支払) 

第11条 福祉推進課長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の

場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により



納入業務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、

用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。 

(貸与の取消し) 

第12条 福祉推進課長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、貸与を取り消すものとする。 

(1) 死亡したとき。 

(2) 市内に居住地を有しなくなったとき。 

(3) 重度障害者等でなくなったとき。 

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。 

(譲渡等の禁止) 

第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

買い付け、又は担保に供してはならない。 

(費用及び用具の返還) 

第14条 福祉推進課長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者がある

とき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等

に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。 

(排せつ管理支援用具及び人工内耳用電池の特例) 

第15条 福祉推進課長は、重度障害者及び難病者等の申請の手続の利便を考慮し、排せ

つ管理支援用具(ただし、収尿器を除く。)及び人工内耳用電池については、次のとおり

給付券を一括交付することができるものとする。 

(1) 暦の2か月から6か月を1単位として給付券1枚を交付すること。 

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排せつ管理支援用具及び人工

内耳用電池に相当する額に前号の1単位とした月数を乗じた額を給付券1枚に記載

して交付すること。 

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。 

(4) 第 10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当す

る給付額について行うこと。 

(台帳の整理) 

第16条 福祉推進課長は、用具の給付等の状況を明確にするため、杵築市日常生活用具

給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。 

(その他) 

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉推進課長

が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成18年10月1日から施行する。 



附 則(平成20年3月14日告示第7号) 

この告示は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月25日告示第19号) 

この告示は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年3月26日告示第20号) 

この告示は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年4月1日告示第40号) 

この告示は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年11月30日告示第76号) 

この告示は、平成22年12月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月19日告示第20号) 

この告示は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年1月16日告示第3号) 

この告示は、平成25年1月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月22日告示第19号) 

この告示は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年3月31日杵築市告示第14号) 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則(平成26年10月31日杵築市告示第49号) 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則(平成27年3月19日杵築市告示第3号) 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則(平成27年12月28日杵築市告示第53号) 

この告示は、平成28年1月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月31日杵築市告示第23号) 

この告示は、平成28年4月1日から施行する。 



別表(第11条関係) 

種別 種目 対象者 性能 
基準

額 

耐

用

年

数 

備考 

介

護・

訓練

用支

援用

具 

特殊寝

台 

下肢又は体幹機能障害2級

以上の身体障害者(児) 

腕、脚等の訓練のでき

る器具を附帯し、原則

として身体障害者の頭

部及び脚部の傾斜角度

を個別に調整できる機

能を有するもの 

154,0

00円 

8

年 
  

特殊マ

ット 

下肢又は体幹機能障害1級

で常時介護を必要とする身

体障害者(身体障害児の場合

は2級を含む。)及び重度又

は最重度の知的障害者

(児)。ただし、原則として

3歳以上の者 

褥瘡の防止又は失禁等

による汚染又は損耗を

防止できる機能を有す

るもの 

19,60

0円 

5

年 
  

特殊尿

器 

下肢又は体幹機能障害1級

で常時介護を要する身体障

害者(児)。ただし、原則と

して学齢児以上の者 

尿が自動的に吸引され

るもので、身体障害者

(児)又は介護者が容易

に使用し得るもの 

67,00

0円 

5

年 
  

入浴担

架 

下肢又は体幹機能障害2級

以上の身体障害者(児)で、

入浴に当たり家族等他人の

介助を要する者に限る。た

だし、原則として3歳以上

の者 

身体障害者(児)を担架

に乗せたままリフト装

置により入浴させるも

の 

82,40

0円 

5

年 
  

体位変

換器 

下肢又は体幹機能障害2級

以上の身体障害者(児)で、

下着交換等に当たり家族等

他人の介助を要する者。た

だし、原則として学齢児以

上の者 

介助者が身体障害者

(児)の体位を変換させ

るのに容易に使用し得

るもの 

15,00

0円 

5

年 
  

移動用

リフト 

下肢又は体幹機能障害2級

以上の身体障害者(児)。た

だし、原則として3歳以上

のもの 

介護者が身体障害者

(児)を移動させるにあ

たって、容易に使用し

得るもの。ただし、天

井走行型その他住宅改

修を伴うものを除く。 

159,0

00円 

4

年 
  



訓練い

す 

下肢又は体幹機能障害2級

以上の身体障害児で原則3

歳以上の者 

原則として附属のテー

ブルを付けるものとす

る。 

33,10

0円 

5

年 
  

訓練用

ベッド 

下肢又は体幹機能障害2級

以上の身体障害児で原則学

齢児以上の者 

腕又は脚の訓練等がで

きる器具を備えたもの 

159,2

00円 

8

年 
  

自立

生活

支援

用具 

入浴補

助用具 

下肢又は体幹機能に障害を

有する身体障害者(児)で入

浴に介助を必要とする者。

ただし、原則として3歳以

上の者 

入浴時の移動、座位の

保持、浴槽への入水等

を補助でき、身体障害

者(児)又は介助者が容

易に使用し得るもの。

ただし、設置に当たり

住宅改修を伴うものを

除く。 

90,00

0円 

8

年 
  

便器 

下肢又は体幹機能障害2級

以上の身体障害者(児)。た

だし、原則として学齢児以

上の者 

身体障害者(児)が容易

に使用し得るもので手

すりつきのもの。ただ

し、取替えに当たり住

宅改修を伴うものを除

く。 

 4,4

50円 

(手す

り付) 

 9,8

50円 

8

年 
  

T字

状・棒

状のつ

え 

平衡機能又は下肢若しくは

体幹機能障害3級以上の身

体障害者(児)。ただし、原

則として学齢児以上の者 

身体障害者(児)が容易

に使用し得るもの 

4,460

円 

3

年 
  

移動・

移乗支

援用具 

平衡機能又は下肢若しくは

体幹機能に障害を有する身

体障害者(児)で、家庭内の

移動等において介助を必要

とする者 

おおむね次のような性

能を有する手すり、ス

ロープ等であること。 

 身体障害者(児)の身

体機能の状態を十分踏

まえたものであって、

必要な強度と安定性を

有するもの 

 転倒予防、立ち上が

り動作の補助、移乗動

作の補助、段差解消等

の用具とする。ただ

し、設置に当たり住宅

改修を伴うものを除

く。 

 60,

000円 

(手す

り 

5,400

円) 

8

年 
  

頭部保

護帽 

平衡機能又は下肢若しくは

体幹機能に障害を有し、歩

行や立位が不安定で頻繁に

ヘルメット型で歩行が

困難な者が転倒の際に

頭部を保護できる機能

  
3

年 

レディメ

イドによ

る製品に



転倒するおそれのある身体

障害者(児)又は重度又は最

重度の知的障害者(児)若し

くは精神障害者で、てんか

んの発作等により頻繁に転

倒する者 

を有するもの ついて

は、基準

額欄の額

の80％の

範囲内の

額とす

る。 

ア スポンジ及び革を

主材料としているもの 

ア 1

5,200

円 

イ スポンジ、革及び

プラスチックを主材料

としているもの 

イ 3

6,750

円 

特殊便

器 

上肢障害2級以上の身体障

害者(児)及び重度又は最重

度の知的障害者(児)で訓練

を行っても自力での排便後

の処理が困難な者。ただ

し、原則として学齢児以上

の者 

足踏ペダルで温水温風

を出し得るもの及び知

的障害者(児)を介護し

ている者が容易に使用

し得るもので温水温風

を出し得るもの。ただ

し、取替えに当たり住

宅改修を伴うものを除

く。 

151,2

00円 

8

年 
  

火災警

報器 

障害等級2級以上の身体障

害者(児)又は重度若しくは

最重度の知的障害者(児)で

あってそれぞれ火災発生の

感知及び避難が著しく困難

な者。ただし、火災発生の

感知及び避難が著しく困難

な者のみの世帯又はこれに

準ずる世帯 

室内の火災を煙又は熱

により感知し、音又は

光を発し屋外にも警報

ブザーで知らせ得るも

の 

15,50

0円 

8

年 
  

自動消

火器 

室内温度の異常上昇又

は炎の接触で自動的に

消火液を噴射し、初期

火災を消火し得るもの 

28,70

0円 

8

年 
  

電磁調

理器 

視覚障害2級以上の視覚障

害者で盲人のみの世帯及び

これに準ずる世帯又は重度

若しくは最重度の知的障害

者で知的障害者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯 

視覚障害者又は知的障

害者が容易に使用し得

るもの 

41,00

0円 

6

年 
  

歩行時

間延長

信号機

用小型

送信機 

視覚障害2級以上の身体障

害者(児)。ただし、原則と

して学齢児以上の者 

視覚障害者(児)が容易

に使用し得るもの 

7,000

円 

10

年 
  

聴覚障

害者用

屋内信

号装置 

聴覚障害2級以上の聴覚障

害者(児)で聴覚障害者(児)

のみの世帯及びこれに準ず

る世帯 

音、声音等を視覚、触

覚等により知覚できる

もの 

87,40

0円 

10

年 
  

在宅 透析液 腎臓機能障害3級以上の身 透析液を加温し、一定 51,50 5   



療養

等支

援用

具 

加湿器 体障害者(児)。ただし、原

則として3歳以上の者 

温度に保つもの 0円 年 

ネブラ

イザー

(吸入

器) 

呼吸器機能障害3級以上又

は同程度の身体障害者(児)

であって、必要と認められ

る者 
身体障害者(児)が容易

に使用し得るもの 

36,00

0円 

5

年 
  

電気式

たん吸

引器 

56,40

0円 

5

年 
  

酸素ボ

ンベ運

搬車 

医療保険における在宅酸素

療法を行う身体障害者(児) 

17,00

0円 

10

年 
  

盲人用

体温計

(音声

式) 

視覚障害2級以上の視覚障

害者(児)で盲人のみの世帯

及びこれに準ずる世帯。た

だし、原則として学齢児以

上の者 

視覚障害者(児)が容易

に使用し得るもの 

9,000

円 

5

年 
  

盲人用

体重計 

視覚障害2級以上の視覚障

害者(児)で盲人のみの世帯

及びこれに準ずる世帯。た

だし、原則として学齢児以

上の者 

視覚障害者(児)が容易

に使用し得るもの 

18,00

0円 

5

年 
  

動脈血

中酸素

飽和度

測定器

(パルス

オキシ

メータ

ー) 

人工呼吸器の装着が必要な

者 

難病患者等の身体状況

を十分ふまえたもので

あって必要な強度と安

定性を有するもの 

157,5

00円 

8

年 
  

情報

 ・

 意

思疎

通支

援用

具 

携帯用

会話補

助装置 

肢体不自由若しくは音声・

言語機能障害であって、発

声・発語に著しい障害を有

する身体障害者(児)又は意

思の伝達が著しく困難な知

的障害者(児)。ただし、原

則として学齢児以上の者 

携帯式で、ことばを音

声又は文章に変換する

機能を有し、身体障害

者(児)・知的障害者

(児)が容易に使用し得

るもの 

98,80

0円 

5

年 
  

情報・

通信支

援用具 

上肢機能障害2級又は視覚

障害2級以上の身体障害者

(児) 

障害者向けのパーソナ

ルコンピューター周辺

機器や、アプリケーシ

ョンソフト 

100,0

00円 
― 原則1回 



上肢機能障害者(児)イ

ンテリキー、ジョイス

ティック等 

視覚障害者(児)画面拡

大ソフト、画面音声化

ソフト等 

点字デ

ィスプ

レイ 

視覚障害2級以上を有する

身体障害者であって、必要

と認められる者 

文字等のコンピュータ

の画面情報を点字等に

より示すことのできる

もの 

383,5

00円 

6

年 
  

点字器 

視覚障害2級以上の視覚障

害者(児)。原則として学齢

児以上の者 

視覚障害者(児)が容易

に使用し得るもので次

のとおりとする。 

    

  

(1) 標準型 (1) 

標準

型 

7

年 

 ア 両面書真鍮板製  ア

 10,

712円 

 イ 両面書プラスチ

ック製 

 イ

 6,7

98円 

(2) 携帯用 (2) 

携帯

用 

5

年 

 ア 片面書アルミニ

ューム製 

 ア

 7,4

16円 

 イ 片面書プラスチ

ック製 

 イ

 1,6

99円 

点字タ

イプラ

イター 

視覚障害2級以上の視覚障

害者(児)で就労若しくは就

学している者又は就労が見

込まれる者 

視覚障害者(児)が容易

に使用し得るもの 

63,10

0円 

5

年 
  

視覚障

害者用

ポータ

ブルレ

コーダ

ー 

視覚障害者2級以上の視覚

障害者(児)。ただし、原則

として学齢児以上の者 

音声等により操作ボタ

ンが知覚又は認識で

き、かつ、DAISY方式に

よる録音並びに当該方

式により記録された図

書の再生が可能な製品

85,00

0円 

6

年 
  



であって、視覚障害者

(児)が用意に使用し得

るもの 

視覚障

害者用

活字文

書読上

げ装置 

視覚障害2級以上。ただ

し、原則として学齢児以上

の者 

文字情報と同一紙面上

に記載された当該文字

情報を暗号化した情報

を読み取り、音声信号

に変換して出力する機

能を有するもので、視

覚障害者(児)が容易に

使用し得るもの 

99,80

0円 

6

年 
  

視覚障

害者用

拡大読

書器 

視覚に障害を有する視覚障

害者(児)であって、本装置

により文字等を読むことが

可能になる者。ただし、原

則として学齢児以上の者 

画像入力装置を読みた

いもの(印刷物等)の上

に置くことで、簡単に

拡大された画像(文字

等)をモニターに映し出

せるもの 

198,0

00円 

8

年 
  

盲人用

時計 

視覚障害2級以上の視覚障

害者(児)。なお、音声時計

は、手指の触覚に障害があ

る等のため触読式時計の使

用が困難な者を原則とす

る。ただし、原則として学

齢児以上の者 

視覚障害者(児)が容易

に使用し得るもの 

触読

式 

 10,

300円 

音声

式 

 13,

300円 

10

年 
  

聴覚障

害者用

通信装

置 

聴覚障害又は発声・発語に

著しい障害を有するため

に、コミュニケーション、

緊急連絡等の手段として必

要と認められる聴覚障害者

(児)等とする。ただし、原

則として学齢児以上の者 

一般の電話に接続する

ことができ、音声の代

わりに、文字等により

通信が可能な機器であ

り、聴覚障害者(児)等

が容易に使用できるも

の 

71,00

0円 

5

年 
  

聴覚障

害者用

情報受

信装置 

聴覚障害者(児)であって、

本装置によりテレビの視聴

が可能になる者 

字幕及び手話通訳付き

の聴覚障害者(児)用番

組並びにテレビ番組に

字幕及び手話通訳の映

像を合成したものを画

面に出力する機能を有

し、かつ、災害時の聴

覚障害者(児)向け緊急

信号を受信するもの

で、聴覚障害者(児)が

88,90

0円 

6

年 
  



容易に使用し得るもの 

人工喉

頭 
喉頭摘出者 

笛式 

呼気によりゴム等の膜

を振動させ、ビニール

等の管を通じて音源を

口腔内に導き構音化す

るもの 

笛式 

 8,3

43円 

4

年 

  

電動式 

顎下部等にあてた電動

板を振動させ経皮的に

音源を口腔内に導き構

音化するもの 

電動

式 

 72,

203円 

5

年 

福祉電

話(貸

与) 

聴覚又は音声機能若しくは

言語機能に障害を有する聴

覚障害者等又は外出困難な

身体障害者(原則として2級

以上)であってコミュニケー

ション、緊急連絡等の手段

として必要性があると認め

られる者又はファックス被

貸与者。ただし、聴覚障害

者等又は身体障害者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯 

聴覚障害者等又は身体

障害者が容易に使用し

得るもの 

新規

設置 

 83,

300円 

回線

切換

のみ 

 2,0

00円 

― 

  

  

― 

  

ファッ

クス(貸

与) 

聴覚又は音声機能若しくは

言語機能障害3級以上の聴

覚障害者等であって、コミ

ュニケーション、緊急連絡

等の手段として必要性があ

ると認められる者。ただ

し、電話(福祉電話を含

む。)によるコミュニケーシ

ョン等が困難な聴覚障害者

等のみの世帯及びこれに準

ずる世帯 

聴覚障害者等が容易に

使用し得るもの 

7,700

円 
―   

人工内

耳用電

池 

人工内耳埋込手術を受けて

いる聴覚障害者（児） 

人工内耳に使用する電

池 

月額 

  

 2,5

00円 

―   

人工内耳に使用する充

電池（充電器は含まな

い） 

年額 

  3

0,000

円 

―   



人工内

耳体外

装置 

次のいずれにも該当する者 

 

（１） 人工内耳埋込手術

を受けている聴覚障害者

（児）で、現に装用してい

る体外装置が５年以上経過

している者。ただし、障害

児については、心身の成

長、生活環境の変化及び教

育上の必要性等を考慮し、

新たな体外装置の給付が真

に必要と認められる場合は

この限りではない。 

 

（２） 本市の住民基本台

帳に引き続き１年以上登録

されている者 

人工内耳用音声信号処

理装置、マイクロホ

ン、送信コイル、送信

ケーブル、マグネッ

ト、接続ケーブル等

で、対象者が容易に使

用し得るもの 

1,10

0,000

円 

５

年 

医療保険

が適用で

きるとき

は、給付

しない。 

視覚障

害者用

ワード

プロセ

ッサー

(共同利

用) 

視覚障害者(児)で就労若し

くは就学している者又は就

労が見込まれる者 

編集、校正機能を持

ち、日本点字表記法に

基づき、入力した文章

を自動的に点字変換が

可能で点字プリンター

との連動により点字文

書の作成及び音声化が

できるもの 

1,03

0,000

円 

―   

点字図

書 
福祉推進課長が別に定める。   

排せ

つ管

理支

援用

具 

ストー

マ用装

具 

人工肛門又は人工膀胱造設

者 

ストーマ装具（消化器

系） 

低刺激性の粘着剤を使

用した密封型又は下部

開放型でラテックス製

又はプラスチックフィ

ルム製の収納袋 

スト

ーマ

装具

（消

化器

系） 

月額 

 8,8

58円 

  

  

― 

自己負担

額は基準

額又は購

入費のい

ずれか低

い額の

5％とす

る。 

ストーマ装具（尿路

系） 

低刺激性の粘着剤を使

用した密封型のラテッ

クス製又はプラスチッ

クフィルム製の収納袋

スト

ーマ

装具

（尿

路

系） 

  

  

― 



で尿処理用のキャップ

付のもの 

月額 

 11,

639円 

紙おむ

つ等 

ストーマの著しい変形等に

よりストーマ装具の使用が

困難な者又は3歳以上の者

で高度の排便若しくは排尿

機能障害の者又は脳原性運

動機能障害かつ意思表示困

難者 

紙おむつ、洗腸用具、

サラシ・ガーゼ等衛生

用品 

月額 

 12,

360円 

  

― 
  

収尿器 高度の排尿機能障害者 

採尿器と蓄尿袋で構成

し、尿の逆流防止装置

をつけるもの 

男性

用 

 普

通型 

月額 

 7,9

31円 

 簡

易型 

月額 

 5,8

71円 

女性

用 

 普

通型 

月額 

 8,7

55円 

 簡

易型 

月額 

 6,0

77円 

0.

5

年 

  

住宅

改修

費 

居宅生

活動作

補助用

具 

福祉推進課長が別に定める。       

(注)  

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下

肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。 



2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴

覚障害者用屋内信号灯を含む。 

様式第1号(第5条関係) 

日常生活用具給付(貸与)申請書 

[別紙参照] 

様式第2号(第6条関係) 

日常生活用具給付(貸与)調査書 

[別紙参照] 

様式第3号(第7条関係) 

日常生活用具給付(貸与)決定通知書 

[別紙参照] 

様式第4号(第7条関係) 

日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書 

[別紙参照] 

様式第5号(第7条関係) 

日常生活用具給付(貸与)券 

[別紙参照] 

様式第6号(第16条関係) 

日常生活用具給付(貸与)台帳 

[別紙参照] 

別紙1(第4条関係) 

点字図書給付事業実施要綱 

[別紙参照] 

別紙2(第4条関係) 



住宅改修費給付事業実施要綱 

[別紙参照] 



様式第 1号(第 5条関係) 

日 常 生 活 用 具 給 付 （ 貸 与 ） 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 杵築市福祉推進課長    様 

 

申請者 住 所 杵築市             

氏 名             ㊞   

個人番号                

対象者との続柄（   ）        

電 話（   ）  ―         

 

 杵築市日常生活用具給付事業実施要綱第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

 なお、日常生活用具の給付（貸与）の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料その

他について、各関係機関に調査、照会、閲覧することを承諾します。 

記 

対 
 

象 
 

者 

氏 名 
  

生年月日 年  月  日生  
（個人番号        ） 

居 住 地   性別 男 ・ 女 

障 害 者 手 帳 身 知 精 第       号 年  月  日交付 

障 害 名 
  

障害等級 種    級 疾 患 名  

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令に規定する疾患名を記載すること) 

世 
 
 

帯 
 
 

状 
 
 

況 

氏 名 
対 象 者

との続柄 
生 年 月 日 備考(対象者に対する介護状況等) 

     

 ． ． 

  

     

 ． ． 

  

     

 ． ． 

  

     

 ． ． 

  

給 付 （ 貸 与 ） を 

希 望 す る 理 由 

  

給付（貸与）を受け

た い 用 具 の 名 称 

  
希望する型

式・規模等 

  

給付（貸与）上特に

希 望 す る 事 項 

  

該 当 す る 所 得 区 分 １  生 活 保 護  ２  低 所 得  ３  一 般  ４  一 定 所 得 以 上 

生活保護への移行予

防措置に関する認定 
□ 生活保護への移行予防（定率負担減免措置）を希望します。 

そ の 他 特 記 事 項 
  

※ 添付書類：障害者手帳の写し、用具の見積書 



様式第 2号(第 6条関係) 

日 常 生 活 用 具 給 付 （貸 与 ） 調 査 書 

申請書受付番号

及び受理年月日 

第       号 申 請 者

氏 名 

  
対象者と

の 続 柄 

  

年  月  日 

対 

象 

者 

氏 名   生 年 月 日 年   月   日 

居 住 地   

手帳番号 第     号 障害部位   障害等級 種   級 

世 
 

帯 
 

状 
 

況 

氏 名 年 齢 続 柄 課 税 区 分 市民税所得割 備  考 

            

            

            

            

            

該当する所得区分 １ 生活保護  ２ 低所得  ３ 一般  ４ 一定所得以上 

給付（貸与）後の

介 護 の 状 況 
１ 自立可能 ２ 見守りが必要 ３ 一部介助必要 ４ 全介助 ５ その他(  ) 

給 付 （ 貸 与 ） の 

要 ・ 否 
要 ・ 否 （理由：                    ） 

給付（貸与）する 

用具の名称・型式 

  
予 定 価 格 円 

対象者又は扶養義

務者が支払うべき額 
円 公 費 負 担 予 定 額 円 

用 具 納 入 業 者 名 
  

納 入 業 者 の 住 所 
  

そ の 他 特 記 事 項 

  

  

  

調査年月日      年  月  日     調査員職・氏名         ㊞ 

 



様式第 3 号(第 7 条関係) 

福祉第 ―   号   

年  月  日   

 

日常生活用具給付（貸与）決定通知書 

 

           様 

 

福祉推進課長            

 

 先に申請のありました日常生活用具について、杵築市日常生活用具給付事業

実施要綱第７条の規定により、下記のとおり決定しましたので通知します。 

記 

給 付 番 号 第 号 給付決定年月日 年  月  日 

対 象 者 氏 名 
  

障害者手帳番号 第     号 

居 住 地 
  

給 付 す る 用 具 名 
（型式・規模等を含む） 

 

 

 

納 入 業 者 名   

所 在 地 電話   ―   ―    

価 格 円           

対象者又は扶養義務

者 が 支 払 う べ き 額 
円 公 費 負 担 額 円 

注意事項 
１ 日常生活用具の給付等には、対象者又は扶養義務者がその負担能力に応じ

て費用の一部を直接業者に支払うことを条件に給付されるものでありますか
ら、支払うこととされた額については、必ず用具を受け取る前に支払って下
さい。 

２ 給付された用具は、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又
は担保に供したりすることは、固く禁じられています。 

３ ２に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還しても
らうことがあります。 

４ この決定について、不服があるときはこの決定があったことを知った日の
翌日から起算して３か月以内に杵築市長に対して審査請求をすることができ
ます。なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内で
あっても決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす
ることができなくなります。 

５ この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この決定があったことを
知った日の翌日から起算して、６か月以内に、杵築市を被告として（訴訟に
おいて杵築市を代表する者は市長となります。）提起することができます。
なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であって
も、決定のあった日の翌日から１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提
起することができなくなります。 

 



様式第 4 号(第 7 条関係) 

福祉第  ―  号   

年  月  日   

日常生活用具給付（貸与）却下決定通知書 

 

           様 

 

福祉推進課長            

 

     年  月  日に申請のありました日常生活用具給付（貸与）につ

きまして、審査の結果、却下することに決定しましたので、杵築市日常生活用

具給付事業実施要綱第７条の規定により、通知します。 

 

却下の理由 

 

 なお、この決定に不服があるときはこの決定があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に杵築市長に対して審査請求をすることができます。

ただし、決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であって

も決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることが

できなくなります。 

 また、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に、杵築市を被告として（訴訟に

おいて杵築市を代表する者は市長となります。）提起することができます。た

だし、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であって

も、決定のあった日の翌日から１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。 



様式第 5 号(第 7 条関係) 

日 常 生 活 用 具 給 付 （ 貸 与 ） 券 

① 給 付 番 号 第 号 
② 給付券発行

年 月 日 
年 月 日 

③ 対 象 者 氏 名 

  

④  生 年 月 日 年 月 日 

⑤ 居 住 地 

  

⑥ 申 請 者 氏 名 

  
⑦ 対象者との続

柄 

  

⑧ 給付する用具名 

（型式・規模等） 

  

⑨ 価 格 円 

⑩ 給付等を受ける者

又は扶養する者が

支 払 う べ き 額 

円 ⑪ 公 費 負 担 額 円 

⑫ 納 入 業 者 名   

⑬ 所 在 地 電話   ―   ―    

⑭ この券の有効期限 

給付等の決定を受け

た者が業者に提示す

る期限 

年 月 日 
納 入 業 者 の 公 費

支 払 請 求 期 限 
年  月  日 

  上記のとおり決定する。 

 

      年  月  日 

 

福祉推進課長            

⑮ 業者の用具納入

した日 
年 月 日 

⑯ 給付等を受けた

者又は扶養する

者より受領した額 
円 

⑰ 納入業者名及び

受領年月日 

業 者 名                    ㊞ 

受領年月日      年    月    日 

⑱ 用具受領者氏名

及び受領印 
㊞ ⑲ 検 収 者 

職 名 

 

氏 名     ㊞ 

⑳ その他特記事項 
  

※注 本表は、①～⑭、⑲、⑳は福祉推進課、⑮～⑰までは納入した業者が、⑱は受

領者が記入、押印すること。 



様式第 6号(第 16 条関係) 

杵 築 市 日 常 生 活 用 具 給 付 （ 貸 与 ） 台 帳 

給付 

 

番号 

申 請

受 付

年 月 日 

給 付

決 定

年 月 日 

氏 名 

居 住 地 障
害
区
分 

手 帳 

 

番 号 

障害等級 

用具名 業者名 価 格 

利用者 

 

負担額 

公 費 

 

負担額 

受 領 

 

年月日 

備考 
地 域 行政区 種 級 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 



別紙 1(第 4 条関係) 

杵築市点字図書給付事業実施要綱 

 (目的) 

第1条 杵築市点字図書給付事業(以下「事業」という。)は、視覚障害者(児)にとっ

て重要な情報入手手段である点字図書が、一般図書と比較して高額であるため、点

字図書による情報の入手が著しく妨げられているという現状から、点字図書を給付

することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資する

ことを目的とする。 

 (実施主体) 

第2条 事業の実施主体は杵築市とする。 

 (定義) 

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるも

のとする。 

(1) 視覚障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規

定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有する者 

(2) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。 

 (給付対象者) 

第4条 給付の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律(平成17年法律第123号)第19条第2項及び第3項に規定する者であって、杵築市

が援護の実施者となる障害者で、視覚障害者(児)とする。 

 (対象図書) 

第5条 給付対象の点字図書は、点字出版施設が発行する点字図書で、月刊や週刊等

で発行される雑誌を除くものとする。 

 (給付の限度) 

第6条 給付対象者1名につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。た

だし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。 

 (申請等) 

第7条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者(児)又はその保護者(現に扶養し

ている者を含む。以下同じ。以下「申請者」という。)は、杵築市点字図書給付申

請書(様式第1号)に点字図書施設が発行する杵築市点字図書発行証明書(様式第2

号。以下「証明書」という。)を添えて福祉推進課長に申請しなければならない。 



2 福祉推進課長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認め

るときは、杵築市点字図書給付台帳(様式第3号)に所定の事項を記入し、証明書の

給付証明書の欄に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。 

 (給付の方法) 

第8条 証明書の交付を受けた視覚障害者(児)又はその保護者(以下「受給者等」とい

う。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込

み、給付を受けるものとする。 

 (自己負担金) 

第9条 前条で規定する自己負担金の額は、杵築市日常生活用具給付事業実施要綱の

規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担金の額とする。 

 (費用の請求) 

第10条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した金額を福祉推進

課長に請求するものとする。 

 (返還) 

第11条 福祉推進課長は、受給者等が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給

付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させること

ができる。 

 (その他) 

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉推進課

長が別に定める。 



様式第 1 号(第 7 条関係) 

杵 築 市 点 字 図 書 給 付 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 杵築市福祉推進課長    様 

 

【 申 請 者 】           

住     所           

氏     名       ㊞   

生 年 月 日           

対象者との続柄   （  ）    

連  絡  先           

 

 杵築市点字図書給付事業実施要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり申請し

ます。 

 

記 

 

１ 給 付 図 書 名 

 

２ 点字出版施設名 

 

３ 価 格              円 

 

４ 巻 数 

 

５ 給 付 対 象 者  住 所 

氏 名 

 

６ 自己負担金の額           円 



様式第 2 号(第 7 条関係) 

 

杵 築 市 点 字 図 書 発 行 証 明 書 

 

  【 申 請 者 】 

 

  住 所 

 

  氏 名 

 

  連 絡 先 

 

  【給付申請図書】 

 

  図 書 名 

 

  点 字 出 版 施 設            所 在 地 

                      名 称        ㊞ 

 

  価 格 

 

  巻 数 

 

  自 己 負 担 金 額                  円 

 

福祉第     号   

年  月  日   

 

給 付 証 明 書 

 

  上記の点字図書を給付することを証明する。 

 

杵築市福祉推進課長          ㊞   

 



様式第 3 号(第 7 条関係) 

杵 築 市 点 字 図 書 給 付 台 帳 

 

給
付
対
象
者 

氏 名 
  

連絡先 
  

住 所 
  

障害名 
  

手帳内容 第  号  級  種 

年月日 給 付 図 書 巻数 点字出版施設 価 格 自己負担額 公費負担額 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 



別紙 2(第 4 条関係) 

杵築市住宅改修費給付事業実施要綱 

 (目的) 

第1条 杵築市住宅改修費給付事業(以下「事業」という。)は、日常生活を営

むのに著しく支障のある住宅の重度心身障害者が住環境の改善を行う場合、

居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事(以下「住宅改修費」という。)を

給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資

することを目的とする。 

 (実施主体) 

第2条 事業の実施主体は、杵築市とする。 

 (給付対象者) 

第3条 給付の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項に規定する者であって、杵築

市が援護の実施者となる障害者で、次項の条件を満たす者とする。 

2 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動

機能障害に限る。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の者

(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とし、原則

として、1回に限るものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)

により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。 

 (対象範囲) 

第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作

補助用具の購入費及び改修工事費とする。 

(1) 手すりの取付け 

(2) 段差の解消 

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

(4) 引き戸等への扉の取替え 

(5) 洋式便器等への便器の取替え 

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修に附帯して必

要となる住宅改修 

 (給付要件) 

第5条 住宅改修費の給付は、対象者が現に居住する住宅について行われるも



の(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅

の状況等を勘案して福祉推進課長が必要と認める場合に給付するものとす

る。 

 (申請) 

第6条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(現に扶養

している者を含む。以下同じ。以下「申請者」という。)は、杵築市住宅改

修費給付申請書(様式第1号)を福祉推進課長に提出しなければならない。 

 (調査) 

第7条 福祉推進課長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査

を行い、杵築市住宅改修費給付調査書(様式第2号)を作成し、住宅改修費の

給付の要否を決定しなければならない。 

 (決定) 

第8条 福祉推進課長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したとき

には、杵築市住宅改修費給付決定通知書(様式第3号)により、給付を却下し

たときには、杵築市住宅改修費給付却下通知書(様式第4号)を中請者に通知

するものとする。 

2 福祉推進課長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときに

は、杵築市住宅改修費給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請

者に交付するものとする。 

 (給付) 

第9条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又は

その保護者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業

者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。 

 (費用の負担) 

第10条 給付決定者等は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うも

のとする。 

2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく補装具費の支給の例によるものとする。た

だし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

 (業者への支払) 

第11条 福祉推進課長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求が



あったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が

業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において住宅

改修費の給付に要した費用の額は、20万円を上限額とする。 

 (費用の返還) 

第12条 福祉推進課長は、虚偽、その他不正な手段により住宅改修の給付を受

けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部

若しくは一部を返還させることができる。 

 (台帳の整理) 

第13条 福祉推進課長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、杵築市住

宅改修費給付台帳(様式第6号)を整理するものとする。 

 (その他) 

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉

推進課長が別に定める。 

 



様式第 1 号(第 6 条関係) 

杵 築 市 住 宅 改 修 費 給 付 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 杵築市福祉推進課長    殿 

 

申請者 住 所 杵築市            

氏 名            ㊞   

個人番号               

連絡先    （  ）        

（対象者との続柄      ）   

 

 杵築市住宅改修費給付事業実施要綱第６条の規定により、下記のとおり申請します。 

 なお、住宅改修費の給付申請の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料、その他につい

て、各関係機関に調査、照会、閲覧することを承諾します。 

対 

象 

者 

氏 名 
  

生年月日 年 月 日生（  歳） 
（個人番号          ） 

住 所   性 別 男 ・ 女 

障害者手帳 身 知 精         第     号 年 月 日（新・再）交付 

障 害 名  障害等級 級  種  

世 

帯 

状 

況 

氏    名 
対  象  者 
と の 続 柄 

生 年 月 日 職 業 
備     考 

(対象者に対する介護の状況) 

          

          

          

          

該 当 す る 所 得 区 分 生活保護・（低所得１・低所得２）・一般・一定所得以上 

□住宅改修事業内容 

給付を希望する理由   

改修を行う住宅の住所 杵築市 

改
修
工
事
内
容 

区        分 住宅生活動作補助用具 

１ 手すりの取付け   ２ 床段差の解消 
３ 床材の変更     ４ 扉の取替え 
５ 便器の取替え    ６ その他（    ） 

１ 便器      ２ 手すり 
３ スロープ 
４ その他 （       ） 

□過去の日常生活用具等の給付又は貸与の状況 

区  分 給 付 形 態 給付等年月日 給 付 等 内 容 

日 常 生 活 用 具 給 付 ・ 貸 与 年  月  日  

住 宅 改 修 費 給    付 年  月  日  

□住宅環境及び介護の状況 

現 在 の 住 い 
の 状 況 

住
宅 

１ 自宅 
２ 借家 

借 家 の 場 合 
家 主 諾 否 

１ 承諾 
２ 否 
(いつ承諾を得るか)

浴
槽 

１ 和式 
２ 洋式 
３ なし 

便
器 

１ 和式 
２ 洋式 
３ なし 

現 在 の 介 護

の 状 況 

入 
 

浴 

１ 他人の介護が必要 

２ 清拭のみ 

３ 入浴、清拭ともしていな
い 

４ 自分でできる 

排 
 

便 

１ 他人の介助を必要 

２ 便器（携帯用）使用 

３ 自分でできる 

移 
 

動 

１ 車いす使用 

２ 

他人の介護を

必要（一部･全

部） 

３ 自分でできる 

備       考   

注 この申請書には、次の書類を添付すること。 

  ① 障害者手帳の写し 

  ② 対象者又はこれを扶養する者の所得証明又は前年度分の住民税の課税状況を証明する書類 

  ③ 住宅改修の見積書 



様式第 2 号(第 7 条関係) 

杵 築 市 住 宅 改 修 費 給 付 調 査 書 

① 申請書受理番号 

  及び受理年月日 

第    号 

年 月 日 

② 申請者 

  氏 名 
  

③ 対 象 者 

  との続柄 
  

④ 

対
象
者 

氏 名   
生年月

日 
年  月  日 

住 所 杵築市 性 別 男・女 

障 害 者 

手帳番号 
号 障 害 名   障害等級 級 種 

施設入所 

の 有 無 
  

⑤

世

帯

状

況 

氏  名 
年 

齢 

対 象 者 

との続柄 

課 税 状 況 

備  考 
課 税 区 分 

当該年度分 
市町村民税 
所 得 割 

            

            

            

            

非
課
税
世
帯 

氏  名 所 得 額 年 金 等 手 当 等 合  計 

  
円 円 円 円 

⑥ 

世帯区分 

 

１ 生活保護  ２ 低所得１  ３ 低所得２  ４ 一般 

５ 一定所得以上 

⑦ 
 住まいの状況 
 

１ 自宅 
２ 借家(貸主の諾･否) 

⑧施 設 入 所 の
申 請 の 有 無 

１ 申請している 
２ 申請していない 

⑨ 
 給付後の生活状況 

 入浴・排便・移動等について該
当する状況に○をする 

１ 自力でできるようになる 
２ 一部介助でできるようになる 
３ 給付しても変わらない(一部介助・全介助) 
４ その他(               ) 

⑩ 住宅改修費 

  給付の有無 

１ 有 

２ 無 

⑪ 給付する 

  (しない) 
理由   

⑫ 住宅改修工事の内容   ⑬ 予  定  価  格 円 

⑭ 
給付を受ける者又は扶
養する者が支払うべき
額 

円 ⑮ 公 費 負 担 予 定 額 円 

⑯ その他特記事項 
※ 改修工事を行う住宅の所在地や給付する居宅生活動作補
助用具（手すりや便器等）について記載する。 

   年  月  日       調査員 役職名             

 

氏 名         ㊞   

注 改修工事見積書や工事図面を必ず添付し、工事の内容を明確にしておくこと。 
 



様式第 3 号(第 8 条関係) 

福祉第     号   
年  月  日   

杵 築 市 住 宅 改 修 費 給 付 決 定 通 知 書 

           様 

福祉推進課長            

 先般提出のありました、杵築市住宅改修費給付申請書につきまして、杵築市住宅改
修費給付事業実施要綱第８条第１項の規定により下記のとおり決定しましたので通知
します。 

記 

給 付 番 号 第     号 
給 付 決 定 

年 月 日 
年 月 日 

対 象 者 氏 名   
身 体 障 害 者 

手 帳 番 号 
第     号 

改 修 す る 

住 宅 の 住 所 
  

改 修 の 内 容 及 び 

給 付 す る 居 宅 

生 活 補 助 用 具 名 

  

業 者 名   

業 者 の 

住 所 

 

（電話）         

価 格 円       

対 象 者 又 は 扶 養 

義 務 者 が 支 払 う 

べ き 金 額 

円 公 費 負 担 金 円 

注意事項 
１ 住宅改修費は、対象者又はその扶養義務者がその負担能力に応じて、費用の一部
を直接支払うことを条件に給付されるものでありますから、支払うこととされた額
については、速やかに支払ってください。 

２ 給付された用具を、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担
保に供したりすることはかたく禁じられています。 

３ ２に違反した場合には、費用の全部又は一部を返還してもらうことがあります。 
４ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算
して３か月以内に、杵築市長に対して審査請求をすることができます。（なお、決
定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があっ
た日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま
す。） 

５ この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この決定があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に杵築市を被告として（訴訟において杵築市を代
表する者は杵築市長となります。）提起することができます。なお、処分の取消し
の訴えは、前記の審査請求の裁決を経た後、（次の(1)から(3)までのいずれかに該
当するときを除く。)でなければ提起することができないこととされています。 

 (1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき。 
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 



様式第 4 号(第 8 条関係) 

福祉第     号   

年  月  日   

 

杵 築 市 住 宅 改 修 費 給 付 却 下 通 知 書 

 

           様 

 

杵築市福祉推進課長            

 

     年  月  日に提出のありました、杵築市住宅改修費給付申請書につき

まして、審査の結果、却下することに決定しましたので、杵築市日常生活用具給付事

業実施要綱第８条の規定により通知します。 

 

却下の理由 

 

 なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、杵築市長に対して審査請求をすることができます。(ただ

し、決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定が

あった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくなり

ます。） 

 また、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に杵築市を被告として（訴訟において杵築市

を代表する者は杵築市長となります。）提起することができます。なお、処分の取消

しの訴えは、前記の審査請求の裁決を経た後（次の(1)から(3)までのいずれかに該当

するときを除く。）でなければ提起することができないこととされています。 

 (1) 審査請求のあった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 



様式第 5 号(第 8 条関係) 

杵 築 市 住 宅 改 修 費 給 付 券 

① 給 付 番 号   ② 
給 付 券 発 行 
年  月  日 

年 月 日 

③ 対 象 者 氏 名   ④ 生 年 月 日 年 月 日 

⑤ 居 住 地   

⑥ 
給付を受ける 
者 又 は 扶 養 
す る 者 

  ⑦ 
対 象 者 と の 
続    柄 

  

⑧ 
住 宅 改 修 
工 事 の 内 容 

  ⑨ 価 格 円 

⑩ 

給付を受ける 
者 又 は 扶 養 
する者が支払 
う べ き 額 

円 ⑪ 公 費 負 担 額 円 

⑫ 業 者 名   ⑬ 
業  者  の 
住 所 ( 電 話 ) 

 
(電話) 

⑭ こ の 券 の 有 効 期 限 

給 付 等 決 定 者 が 
業者に提示する期限 

年 月 日 
業者の公費 
支払請求期限 

年 月 日 

  上記のとおり決定する。 
      年  月  日 

福祉推進課長          ㊞   

⑮ 
改 修 工 事 の 
完 了 し た 日 

年 月 日 ⑯ 

給付を受けた 
者 又 は 扶 養 
す る 者 よ り 
受 領 し た 額 

円 

⑰ 
受領業者名、 
印 及 び 領 収 
年 月 日 

受領業者名                   ㊞   

領収年月日                       

⑱ 
住 宅 改 修 費 
受 領 者 氏 名 
及 び 印 

㊞ ⑲ 検 収 者 ㊞ 

⑳ 
そ  の  他 
特 記 事 項 

  

注 本表①～⑭⑲は杵築市福祉推進課長、⑮～⑰は業者、⑱は住宅改修費受領者が記
入すること。 

  なお、⑮～⑲は工事完了後に記入すること。 



様式第 6号(第 13 条関係) 

杵 築 市 住 宅 改 修 費 給 付 台 帳 

申 請 

受 付 

年月日 

件番号 氏  名 居  住  地 

障
害
区
分 

手帳 

 

番号 

等級 品  名 

給 付 

決 定 

年月日 

給付 

 

番号 

業者名 価 格 

利用者 

 

負担額 

受 領 

 

年月日 

公 費 

 

負担額 

備  考 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 


